
令和７年度 歳末たすけあい配分金事業 

おせち料理配達事業 募集要項 

【事業実施期間：令和７年１２月】 
 

１ 目 的 

  年末に、支援が必要な世帯を支援者が訪問することにより、地域住民同士の交流の機会を設けるこ

とで、高齢者及び障がいのある方が、温かい気持ちでお正月を迎えることができるよう支援します。 

 

２ 助成対象団体 

⑴ 柏崎市内の町内会（複数の町内会による地区単位での申請も対象） 

⑵ 民生委員児童委員協議会 

⑶ 地区福祉組織等の福祉活動を主目的とする団体又はボランティアグループ等の団体 

 

３ 助成対象事業 

  年末に高齢者及び障がい者世帯を訪問しておせち料理配達を行う事業 

 

４ 事業実施期間 

  令和７年１２月２０日～令和７年１２月３１日 

 

５ 助成額 

助成対象となる事業費の９割以内に相当する額。ただし、上限額は次のとおりとします。 

⑴ 町内会を単位とするもの        １事業 ５０，０００円 

⑵ 地区又は全市内単位とするもの     １事業１００，０００円 

※ おせち料理の単価が申請団体ごとに異なる場合に、助成審査委員会にておせち１食当たりの助成額

の上限を設ける場合があります。 

※ 交付対象となる地区や町内会の重複があった場合は、事務局から担当者に通知し、対象者に重複が

ないことを確認する場合があります。 

 

６ 助成の審査 

  柏崎市共同募金委員会助成審査委員会において申請内容の審査を行い、助成の可否及び助成金額を

決定の上、申請団体へ通知します。 

なお、複数の団体から申請がなされた場合は、過去の助成交付年数を審査基準とし、新規申請団体

を優先します。 

※ 助成金額については、申請状況等により助成上限額を下回る場合があることをご承知おきください。 

審査会の過程及びその内容についての問合せには応じられません。 

 

７ 応募方法、助成内定及び助成金交付時期 

⑴ 応募方法 

「助成申請書」に必要書類を添付し、柏崎市共同募金委員会へ提出してください。 

⑵ 申請締切（助成審査委員会開催時期に合わせて、２回の締切を設けます。いずれも交付条件は同

じです。） 

   第１期 令和７年９月２２日（月）必着  第２期 令和７年１１月１０日（月）必着 

 



 

⑶ 助成決定 

   当会助成審査委員会で申請内容について審査し、以下の日程で内定額を通知します。 

   第１期 令和７年１０月に文書で通知   第２期 令和７年１２月に文書で通知 

⑷ 助成金の交付 

助成決定後、団体が指定する口座へ助成金を振り込みます。 

振込時期は、内定通知後おおむね１か月以内を予定しています。 

 

８ 助成対象団体の責務 

⑴ 助成交付を受けた団体は、事業の実施に当たり、「赤い羽根共同募金」の助成を受けて事業を実施

することを、広く市民に明示しなければなりません。 

⑵ 助成交付を受けた団体は、共同募金運動の趣旨に賛同し、共同募金運動に積極的に参画して、こ

れを推進するよう努めなければなりません。 

⑶ 当該年度の３月３１日までに、必要書類を添えて柏崎市共同募金委員会まで「事業完了報告書」

を提出しなければなりません。報告がない場合は次年度以降の助成事業の申請を受け付けません。 

 

９ 助成対象外事業及び経費 

次に掲げるものは、助成の対象としません。 

⑴ 営利を目的とした活動、政治・宗教に関わる活動 

⑵ 令和７年度中に公的な補助金、あるいは共同募金配分金Ｂ配分を含む本助成以外からの助成を受

けている事業 

⑶ 総事業費の１割以上の自主財源が確保されていない事業 

⑷ 団体の運営費（人件費及び家賃、光熱水費、通信費も含みます。） 

⑸ 本事業と関連性のない団体の運営費（家賃、光熱費、通信費など） 

⑹ 人件費（ただし、配食等に係るガソリン代等の費用弁償は除きます。） 

⑺ 備品購入に係る経費 

⑻ アルコール飲料、ノンアルコールビール等に係る経費 

⑼ その他、助成審査委員会において不適切と認められる事業及び経費 

 

１０ 問合せ先  

柏崎市共同募金委員会 担当 末﨑 

〒９４５－００４５ 柏崎市豊町３番５９号 ℡２２－１４１１ 


